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浜松市 介護サービス事業者集団指導資料（H28.10.13） 

 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業（新総合事業）について 

平成 29年４月～ 
 
１ 新総合事業の目的 

  介護保険法改正により、地域包括ケアシステムの推進（介護サービスの見直し）、持続可

能な介護保険制度の構築を目的とし、新総合事業が創設されました。 
  新総合事業は、地域の実情に応じて多様な主体が参画し、要支援者等に対する効果的・効

率的な支援を行い、介護予防・重度化予防を目指すものです。 
 
２ 新総合事業の概要 

（１）事業構成 

(ｱ) 要介護者（要介護１～５）を対象とした「介護給付」のサービス及び要支援者（要

支援１・２）を対象とした「予防給付」の訪問介護・通所介護を除くサービスは現

行と変わりません。 
(ｲ) 「予防給付」の訪問介護・通所介護について、「新総合事業」の「介護予防・生活

支援サービス事業」の訪問型サービス・通所型サービスへと移行します。 
(ｳ) 「介護予防・生活支援サービス事業」は、要支援者（要支援１・２）に加え、チェ

ックリスト※による事業対象者もサービスを利用できるようになります。 
   ※利用者の状態を把握し、簡便にサービスにつなぐために実施する質問・評価。 

(ｴ) 「二次予防事業」及び「一次予防事業」が再編され、「新総合事業」へと移行しま

す。 

 

         ＜現行＞                      ＜制度改正後＞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護給付（要介護 1～5） 

 予防給付   

（要支援 1・2） 

介護給付（要介護 1～5） 

介護予防給付（要支援 1・2） 

介護予防・日常生活支援総合事業 
（新総合事業） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 

（要支援 1・2・チェックリスト対象者） 
  ア 訪問型サービス 
  イ 通所型サービス 

ウ 介護予防ケアマネジメント 

○ 一般介護予防事業 

（すべての高齢者） 

地
域
支
援
事
業 

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護 

介護予防事業 

○ 二次予防事業（虚弱高齢者） 
○ 一次予防事業（すべての高齢者）

地
域
支
援
事
業 

包括的支援事業、任意事業 包括的支援事業、任意事業 

現 行 と

同様 

事業に 
移行 

再編 
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（２）提供体制 

(ｱ) 「新総合事業」の「介護予防・生活支援サービス事業」における訪問型サービスと通

所型サービスでは、指定を受けた事業所が行う｢①現行相当のサービス｣に加え、｢②

緩和した基準によるサービス｣、｢③住民主体によるサービス｣、「④短期集中予防サー

ビス」など提供が可能になります。 
(ｲ) 設備・運営の基準や報酬は市が定めます。 
 

         ＜現行＞                      ＜制度改正後＞ 
 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 浜松市の新総合事業の訪問型サービス（案） 

   現在の予防給付の訪問介護から移行した「①現行相当のサービス」に加え、「②緩和し

た基準によるサービス」、「③住民主体によるサービス」の新設により、利用者のサービス

選択の幅を広げていきます。 

区分 
①現行相当の 
サービス 

②緩和した基準 
によるサービス 

③住民主体による 
サービス 

1 サービス 
   内容 

生活援助（掃除・洗濯など） 

身体介護（食事・入浴など） 

生活援助（掃除・洗濯など） 

 

生活援助（掃除・洗濯など） 

 

2 実施 
方法 

事業者指定 事業者指定 補助 

提供 
主体 

訪問介護事業所 訪問介護事業所 地区社協、NPO など 

提供者 介護福祉士等 法人が行う研修修了者※ ボランティア 

3報酬 
現行の介護予防訪問介護

と同額 
｢①現行相当｣の 8割 

｢②緩和した基準｣以下 
（調整中） 

※｢緩和した基準によるサービス｣は生活援助に限定されるため、訪問介護員（介護福祉士・介護職員初

任者研修修了者）の資格要件を緩和し、法人が行う研修修了者によるサービス提供を可能にします。

研修は、市が定める内容に沿った研修を事業者が実施することを予定しています。 
 
 
 

訪問介護・通所介護 
（基準、報酬は国が定める） 

①現行相当のサービス 
基準：国が示す基準を基本に市が定める 
報酬：国が示す単価以下で市が定める 

②緩和した基準によるサービス 
基準：人員等を実情に応じて市が定める 
報酬：「①現行相当」以下の単価で市が定める 

③住民主体によるサービス 
基準：個人情報保護等の最低限の基準を市が定める

報酬：運営費の一部に対して市が補助する 

④短期集中予防サービス 
基準：人員等を実情に応じて市が定める 
報酬：内容を勘案して単価を市が定める 

新総合事業 
訪問型（通所型）サービス 予防給付 
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４ 浜松市の新総合事業の通所型サービス（案） 

現在の予防給付の通所介護から移行した「①現行相当のサービス」に加え、｢②緩和した

基準によるサービス」、「③住民主体によるサービス」、「④短期集中予防サービス」により、

利用者のサービス選択の幅を広げていきます。 

区分 
①現行相当の 
サービス 

②緩和した基準 
によるサービス 

③住民主体による 
サービス 

④短期集中予防 
サービス 

1 サービス 
   内容 

○入浴・移動・食事等

の介助 
○運動、レクリエーシ

ョン 
○専門職による機能訓

練 

○移動移乗・食事等の

介助 
○運動、レクリエーシ

ョン 
 
 

○コミュニティサロン

におけるレクリエ

ーション 
○交流、運動の場の提

供等 
 

○生活機能を改善す 
るための運動器の機

能向上プログラム 
 
 
 

2 実施 
 方法   

事業者指定 委託※1 補助 委託※2 

提供 
主体 

通所介護事業所 受託事業所 地区社協、NPOなど 
医療機関、フィット

ネスクラブなど 
（検討中）  

 

提供者 
介護職員、 

看護師など 
介護職員 ボランティア 

理学療法士、 

運動実践指導士など 

3報酬 
現行の介護予防 
通所介護と同額 

｢①現行相当｣ 

の 9割 
｢②緩和した基準｣ 

以下（調整中） 
（検討中） 

※1現在の二次予防事業で虚弱な高齢者を対象として実施している「元気はつらつ教室」を、現在の利用者に影響

がないよう「②緩和した基準によるサービス」へ移行し、現行どおり委託により実施します。 

※2 現在の二次予防事業で実施している「運動器機能向上トレーニング」を、「④短期集中予防サービス」へ移行

し、委託により実施します。 
 
５ 浜松市の介護予防ケアマネジメント（案） 

(ｱ) 新総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスの利用に際し、サービスが包括的かつ

効率的に提供されるよう、地域包括支援センター等が専門的視点からアセスメント、プ

ラン作成等のケアマネジメント業務を行います。 
(ｲ) ケアマネジメントは利用するサービスの種類により、Ａ・Ｂ・Ｃの 3種類に分類されて

おり、報酬はサービス担当者会議の有無や、モニタリング頻度により異なります。 
（ｳ）｢訪問看護｣や｢福祉用具貸与｣などの介護予防サービスを併せて利用する場合は、これ

までどおり介護予防支援によるケアマネジメントが行われます。 

 

区分 
① 介護予防 
  ケアマネジメントＡ 

② 介護予防 
   ケアマネジメントＢ 

③ 介護予防 
  ケアマネジメントＣ 

利用 
サービス 

現行相当のサービス 
緩和した基準によるサービス 

短期集中予防サービス 
住民主体によるサービス 

内容 
現行の介護予防支援 

と同様 

現行の介護予防支援 
を簡素化 

（サービス担当者会議の省略など） 

現行の介護予防支援 
を簡素化 

（モニタリングの省略など） 

報酬 
現行の介護予防支援 

と同額 
現行の介護予防支援 

の 5割 

現行の介護予防支援 
の 5割 

（利用開始月のみ） 
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６ 訪問型（通所型）サービスの事業者指定について 

(ｱ) 指定事業者により提供されるサービス（訪問型サービスの現行相当のサービス・緩和

基準によるサービス、通所型サービスの現行相当のサービス）については、保険者（市）

から事業者指定を受ける必要があります。 
(ｲ) 訪問型サービスは、同一事業所において｢現行相当のサービス｣と｢緩和基準によるサ

ービス｣の双方のサービス提供が可能ですが、サービス毎に事業者指定を受ける必要

があります。 

Ｈ37.4

Ｈ38.4

Ｈ35.4

Ｈ36.4

Ｈ33.4

Ｈ34.4

Ｈ31.4

Ｈ32.4

Ｈ29.4

Ｈ30.4

Ｈ27.4

Ｈ28.4

①-1
　平成27年３月31日に
　介護予防の指定を
　受けていた事業所

①-2
　平成27年４月１日
  以降に介護予防の
  指定を受けた事業所

②-1
　  緩和基準による
    サービスを実施
    する場合

訪問型（通所型）サービス
現行相当のサービス

　　 訪問型サービス
　　 緩和基準による
     サービス

指
定
更
新
　
６
年

更
新
　
６
年

① ②

指
定
更
新
　
６
年

更
新
　
６
年

指
定
更
新
　
６
年

更
新
　
６
年

新総合事業開始

み
な
し
指
定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

① 現行相当のサービス 
①－１  

｢平成 27年３月 31日に介護予防訪問介護（介護予防通所介護）の指定を受けていた事業所｣

は、介護保険法により、訪問型（通所型）サービス（現行相当のサービス）の指定を受け

ているものとみなされている（みなし指定）ため、新たに指定を受けるための手続きは不

要です。（みなし指定の有効期間は平成 30年３月 31日） 
①－２  

｢平成 27年４月１日以降に介護予防訪問介護（介護予防通所介護）の指定を受けた事業所｣

については、みなし指定の対象となっていないため、新たに指定を受けるための手続きが

必要です。後日、みなし指定の対象となっていない事業所に対して、指定申請の手続きに

関する説明会の開催を予定（Ｐ５参照）しています。 
 
② 緩和基準によるサービス 

②－１  
訪問型サービスの緩和基準によるサービスを実施する場合は、当該サービスを提供する事

業所において新たに指定を受けるための手続きが必要です。後日、手続きに関する説明会

の開催を予定（Ｐ５参照）しています。 



5 

７ 「訪問型サービスの緩和基準によるサービス」について 

 (１)事業の目的 
  ・新総合事業では、要支援者等の状態にあったふさわしいサービス提供がされ、結果と

して費用の効率化を目指すものとされています。 
  ・訪問型サービスの「現行相当のサービス」の他に、訪問介護員の資格要件を緩和し、

事業を行う法人が自己で行う研修修了者がサービス提供する訪問型サービスの「緩和基

準によるサービス」を創設します。 
・訪問型サービスの「緩和した基準によるサービス｣では、緩和した資格要件に適した報

酬設定とします。 

 (２)要支援者の訪問介護の利用状況等（本市調べ） 

   (ｱ) 利用回数（週平均） 

        週１回程度･･･54.6%、週２回程度･･･37.7%、週２回超･･･7.7% 

  （ｲ）サービス内容 
     身体介護のみ･･･2.4%、身体介護+生活援助･･･10.2％、生活援助のみ･･･87.4% 

  （ｳ）人員基準を緩和したサービスに対する事業者アンケート結果（自由記載） 
・有資格者でなくてもサービス提供が可能になることから募集・採用が行いやすく、

人材が確保し易くなる。 
   ・訪問介護員が増えれば、より多くの利用者へサービス提供が可能になる。 
   ・身体介護を必要とする利用者へは有資格者がサービス提供を行い、生活援助のみの

利用者へは研修修了者がサービス提供を行うことで効率的な事業運営が期待できる。 

 （３）事業者指定について 
  ・当該サービスを提供する事業所は、新たに事業者指定を受けるための手続きが必要で

す。後日、手続きに関する説明会の開催を予定しています。 
 
８ 今後の説明会スケジュール 

  新総合事業への円滑な移行を図るため、新総合事業に係る説明会を以下のように開催いたしま 
 す。対象事業所あてには、メールにて開催通知を送らせていただきますので、管理者等の出席を

お願いいたします。（必須） 

Ｎｏ 説明会 対象事業所 開催日 場所 内容

１
通所型サービス（緩和基準）

事業者説明会
　　｢元気はつらつ教室｣の
　　委託を受けている事業者

11月22日（火） 浜北グリーンアリーナ
　・通所型サービス（委託の概要）
　・元気はつらつ教室について

２
介護予防ケアマネジメント

事業者説明会

　全ての
　　地域包括支援センター
　　居宅介護支援事業所

11月30日（水） 浜北文化センター小ホール 　・介護予防ケアマネジメントについて

①　12月15日（木） ①市役所北館 101会議室

②　12月16日（金） ②浜北区役所　大会議室

４
新総合事業（請求事務等）

事業者説明会

　全ての
　　訪問介護事業所
　　通所介護事業所
　　居宅介護支援事業所
　　地域包括支援センター

２月17日（金） 浜北文化センター大ホール

　・新総合事業の概要
　・サービスの内容
　・報酬請求に関する留意事項
　・その他

　・訪問型サービス（現行相当の概要）
　・訪問型サービス（緩和基準の概要）
　・事業者指定について
　・その他

　全ての
　　訪問介護事業所

訪問型サービス
事業者説明会

３

 

 

※No３の訪問型サービス事業者説明会は、①12月 15日は中区、東区、西区、南区、②12月 16日は北区、浜北区、天竜区の事業所が 
対象になります。 
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【参考】本市の新総合事業の構成図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 現行の「元気はつらつ教室」は、「イ通所型サービス（緩和した基準によるサービス）」に移行する。 

※2 現行の「運動器の機能向上トレーニング」は、「イ通所型サービス（短期集中）」に移行する。 

 

介護予防給付（要支援 1・2） 

 訪問看護・福祉用具 等  

 訪問介護・通所介護  

介護予防事業  

 二次予防事業 （虚弱高齢者） 

元気はつらつ教室 ※1 

運動器機能向上トレーニング ※2 

訪問型介護予防事業(栄養・口腔） 

介護予防サービス対象者把握事業 
（H29廃止） 
 
 
 

 一次予防事業 （全ての高齢者） 

介護予防推進事業 

ロコモーショントレーニング事業 

ささえあいポイント事業 

自主活動支援事業 

(臨)自立体力診断事業 

介護予防給付（要支援 1・2） 

 訪問看護・福祉用具 等  

介護予防・日常生活支援総合事業（新総合事業） 

 介護予防・生活支援サービス事業  

（要支援 1・2等） 

ア 訪問型サービス 

現行相当の訪問介護  

(新)緩和した基準によるサービス 

(新)住民主体によるサービス 

イ 通所型サービス 

現行相当の通所介護  

(新)緩和した基準によるサービス 

(新)住民主体によるサービス 

運動器機能向上トレーニング（短期集中） 

ウ 介護予防ケアマネジメント 

 一般介護予防事業 （全ての高齢者） 

介護予防推進事業 

ロコモーショントレーニング事業 

ささえあいポイント事業 

自主活動支援事業 

介護予防活動推進事業（栄養・口腔指導） 

(新)地域リハビリテーション活動推進事業 

＜ 現行 ＞ ＜制度改正後＞ 

介護給付（要介護 1～5） 介護給付（要介護１～5） 変更なし 

移行 

再編 

変更なし 

  

  

  

 

地
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支
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事
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地
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事
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